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況報告書 
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第１章 総   則 

第１節（略） 

第２節（略） 

第３節（略）  

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指針 

この計画の作成又は修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定により、原子

力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」（平成 29 年７月５日全部改正）を遵守

するものとする。 

第５節（略）  

 

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難計画等の策定等、

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲については、原子力災害対策指針に

おいて示されている目安を踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固有の自然

的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的な地域を定めるものとする。 

実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基準をもとに地域の範囲を定める。 

・予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone） 

・緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone）

この考え方を踏まえ、本県において、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域は
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図     表  

別図（３－２－１）防災関係機関の情報連絡系統図 
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別表（３－８－３）原子力災害拠点病院 

別表（３－８－４）高度被ばく医療支援センター 

別表（３－８－５）原子力災害医療・総合支援センター 

別表（４－２－１）地震警戒宣言発令時における浜岡原子力発電所応急保安措置実施状

況報告書 

別表（４－３－１）大規模地震発生後における浜岡原子力発電所施設・設備等点検結果

報告書 

別表（５－７－１）被災地住民登録様式 

 

第１章 総   則 

第１節（略） 

第２節（略） 

第３節（略） 

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指針 

この計画の作成又は修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定により、原子

力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」（平成 30 年 10 月１日一部改正）を遵

守するものとする。 

第５節（略）  

 

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難計画等の策定等、

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲については、原子力災害対策指針に

おいて示されている目安を踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固有の自然

的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的な地域を定めるものとする。 

実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基準をもとに地域の範囲を定める。 

・予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone） 

・緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone）

この考え方を踏まえ、本県において、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域は
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下表のとおりとする。 

なお、必要に応じ、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域を含む市町の当該地

域の外についても、地域内と同様な原子力災害対策を実施するものとする。 

 

表（略） 

 

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 

市町 地区等 

牧之原市 地頭方、落居、笠名、堀野新田、新庄、遠渡、須々木、鬼

女新田、波津、相良、福岡、大沢を除く全域 

菊川市 全域 

掛川市 全域 

吉田町 全域 

袋井市 全域 

焼津市 全域 

藤枝 

青島 

高洲 

大洲 

西益津 

藤枝市 

稲葉 

旧島田市のうち、犬間、小川、中平、二俣、白井、大森、

西向、大平を除いた全域 

島田市 

旧金谷町の全域 

牛飼 

市場 

下飯田 

中飯田 

上飯田 

東組 

西組 

城北 

若宮 

梶ヶ谷 

森町 

鴨谷 

下表のとおりとする。 

なお、必要に応じ、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域を含む市町の当該地

域の外についても、地域内と同様な原子力災害対策を実施するものとする。 

 

表（略） 

 

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 

市町 地区等 

牧之原市 地頭方、落居、笠名、堀野新田、新庄、遠渡、須々木、鬼

女新田、波津、相良、福岡、大沢を除く全域 

菊川市 全域 

掛川市 全域 

吉田町 全域 

袋井市 全域 

焼津市 全域 

藤枝 

青島 

高洲 

大洲 

西益津 

藤枝市 

稲葉 

旧島田市のうち、犬間、小川、中平、二俣、白井、大森、

西向、大平を除いた全域 

島田市 

旧金谷町の全域 

牛飼 

市場 

下飯田 

中飯田 

上飯田 

東組 

西組 

城北 

若宮 

梶ヶ谷 

森町 

鴨谷 
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南戸綿 

見付地区 

今之浦地区 

中泉地区 

天竜地区 

西貝地区 

大藤地区のうち第１区から第５区 

向笠地区 

御厨地区 

南御厨地区 

長野地区 

田原地区 

於保地区 

福田東地区 

福田西地区 

福田南地区 

福田中島地区 

福田西部地区 

福田北部地区 

豊浜地区 

竜洋西地区のうち金洗 

竜洋東地区 

竜洋北地区のうち平間、ニュータウン、あおば 

富岡西地区のうち上気賀、匂坂下、気賀東、加茂東、加

茂川原 

豊田東地区 

井通地区のうち上万能、一言里、一言北原、一言エクレ

ール、一言南原 

磐田市 

青城地区のうち中田、気子島、宮之一色、海老塚、下万

能、下本郷 

 

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備及

び実施 

１ 原子力施設の状態に応じた防護措置の準備及び実施 

ＰＡＺにおいては、原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進展

南戸綿 

見付地区 

今之浦地区 

中泉地区 

天竜地区 

西貝地区 

大藤地区のうち第１区から第５区 

向笠地区 

御厨地区 

南御厨地区 

長野地区 

田原地区 

於保地区 

福田中地区 

福田南地区 

福田西部地区 

福田北部地区 

豊浜地区 

竜洋西地区のうち金洗 

竜洋東地区 

竜洋北地区のうち平間、ニュータウン、あおば 

富岡西地区のうち気賀東、加茂東、加茂川原 

 

豊田東地区 

井通地区のうち上万能、一言里、一言北原、一言エクレ

ール 

磐田市 

青城地区のうち中田、気子島、宮之一色、海老塚、下万

能、下本郷 

 

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備及

び実施 

１ 原子力施設の状態に応じた防護措置の準備及び実施 

ＰＡＺにおいては、原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会の統廃合による

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会の統廃合による

修正 

 

自治会の統廃合による

修正 
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する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、通常の運転及

び停止中の放射性物質の放出量とは異なる水準で放射性物質が放出される前の段階か

ら、原子力施設等の状態が原子力災害対策指針等に基づく以下の区分のどれに該当す

るかに応じて、避難等の予防的な防護措置を準備し、実施する。なお、事態の規模、

時間的な推移に応じて、国の指示等によってＰＡＺの範囲外においても段階的に避難

措置等の予防的な防護措置を実施することがある。 

 

・情報収集事態（御前崎市で震度５弱又は震度５強の地震が発生した事態（県内に

おいて震度６弱以上の地震が発生した場合を除く。）をいう。以下同じ。） 

・警戒事態 

・施設敷地緊急事態 

・全面緊急事態 

また、ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退

避）を原則実施する。 

 

実用発電用原子炉に係る原子炉施設に関する緊急事態区分及びこれを判断するため

の緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level）の具体的な内容と対応関係

については、第３章第４節に示す。 

２（略） 

 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、所在市（御前崎市をいう。以下同じ）、関係周辺市町（牧之

原市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、焼津市、藤枝市、島田市、森町及び磐田市

をいう。以下同じ）、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団

体等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、静岡県地域防災計画「共通

対策編」第 1 章第１節に定める「防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱」

を基本に次のとおりとする。 

 

１ 指定地方行政機関 

機    関    名 所     掌     事     務 

関東管区警察局 

１ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助

の指導・調整 

２ 他管区警察局及び警察庁との連携 

する事故においても放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するた

め、及び確率的影響のリスクを低減するため、通常の運転及び停止中の放射性物質の

放出量とは異なる水準で放射性物質が放出される前の段階から、原子力施設等の状態

が原子力災害対策指針等に基づく以下の区分のどれに該当するかに応じて、避難等の

予防的な防護措置を準備し、実施する。なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、

国の指示等によってＰＡＺの範囲外においても段階的に避難等の予防的防護措置を実

施することがある。 

・情報収集事態（御前崎市で震度５弱又は震度５強の地震が発生した事態をいう。

以下同じ。） 

・警戒事態 

・施設敷地緊急事態 

・全面緊急事態 

また、ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退

避）を原則実施する。 

 

実用発電用原子炉に係る原子炉施設に関する緊急事態区分及びこれを判断するため

の緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level）の具体的な内容と対応関係

については、第３章第４節に示す。 

２（略） 

 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、所在市（御前崎市をいう。以下同じ）、関係周辺市町（牧之

原市、菊川市、掛川市、吉田町、袋井市、焼津市、藤枝市、島田市、森町及び磐田市

をいう。以下同じ）、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団

体等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、静岡県地域防災計画「共通

対策編」第 1 章第１節に定める「防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱」

を基本に次のとおりとする。 

 

１ 指定地方行政機関 

機    関    名 所     掌     事     務 

関東管区警察局 

１ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助

の指導・調整 

２ 他管区警察局及び警察庁との連携 

指針改正を反映 

 

 

 

 

 

 

Ｈ30.6 防災基本計画修

正反映 
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３ 管区内防災関係機関との連携 

４ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情

報収集並び 

に報告連絡 

５ 警察通信の確保及び統制 

東海総合通信局 

１ 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通

信施設及 

   び無線通信施設）の整備のための調整及び電

波の監理 

２ 災害時における電気通信の確保のための応急

対策及び非常の場合の無線通信の監理 

 

３ 災害地域における電気通信施設の被害状況調

査 

４ 通信インフラの支障が発生した被災地の地方

公共団体への衛星携帯電話等の災害対策用移

動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

５ 非常通信訓練の計画及びその実施についての

指導に関す 

ること 

６ 非常通信協議会の運営に関すること 

東海財務局 

（静岡財務事務所） 

 

災害時における財政金融対策並びに関係機関と

の連絡調整 

 

東海北陸厚生局 

１ 災害状況の情報収集、連絡調整 

２ 関係職員の派遣 

３ 関係機関との連絡調整 

静岡労働局 

１ 労働災害防止の監督指導 

２ 災害発生時における労働災害調査 

３ 業務上被災労働者に対する労災保険給付 

関東農政局 
１ 被災地周辺農林畜水産物等の安全性の確認 

２ 災害時における主要食料等の需給対策 

３ 管区内防災関係機関との連携 

４ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情

報収集並び 

に報告連絡 

５ 警察通信の確保及び統制 

東海総合通信局 

１ 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通

信施設及 

   び無線通信施設）の整備のための調整及び電

波の監理 

２ 災害時における電気通信及び放送の確保のた

めの応急対策及び非常の場合の無線通信の監

理 

３ 災害地域における電気通信施設、放送設備等

の被害状況調査 

４ 通信インフラの支障が発生した被災地の地方

公共団体への衛星携帯電話等の災害対策用移

動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

５ 非常通信訓練の計画及びその実施についての

指導に関す 

ること 

６ 非常通信協議会の運営に関すること 

東海財務局 

（静岡財務事務所） 

 

災害時における財政金融対策並びに関係機関と

の連絡調整 

 

東海北陸厚生局 

１ 災害状況の情報収集、連絡調整 

２ 関係職員の派遣 

３ 関係機関との連絡調整 

静岡労働局 

１ 労働災害防止の監督指導 

２ 災害発生時における労働災害調査 

３ 業務上被災労働者に対する労災保険給付 

関東農政局 
１ 被災地周辺農林畜水産物等の安全性の確認 

２ 災害時における主要食料等の需給対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海総合通信局から追

記要請。 
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中部地方環境事務所 原子力災害現地対策本部等の支援 

中部地方整備局 直轄国道の通行確保に関すること 

中部運輸局 

１ 各輸送機関との連絡調整 

２ 緊急輸送に必要なﾄﾗｯｸ､ﾊﾞｽ等の車両及び船舶

の配置の 

要請 

東京航空局東京空港事

務所 
上空の飛行規制とその周知徹底 

東京管区気象台 

 （静岡地方気象台） 
気象、地象、水象の観測及び防災気象情報の発表 

第三管区海上保安本部

（清水海上保安部） 

１ 海上における緊急時環境放射線モニタリング

（以下「緊急時モニタリング」という。）の支

援 

２ 通行船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等

の措置 

３ 海上における救助・救急活動 

４ 緊急輸送に関すること 

５ 海上における治安の確保 

 

表（略） 

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

機    関    名 所     掌     事     務 

東海旅客鉄道株式会社 

東日本旅客鉄道株式会

社 

日本貨物鉄道株式会社 

地 方 鉄 道 会 社 

１ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

中日本高速道路株式会

社 
災害時の輸送路の確保 

西日本電信電話株式会

社 

１ 通信の確保 

２ 公衆電気通信の特別取り扱い 

中部地方環境事務所 原子力災害現地対策本部等の支援 

中部地方整備局 直轄国道の通行確保に関すること 

中部運輸局 

１ 各輸送機関との連絡調整 

２ 緊急輸送に必要なﾄﾗｯｸ､ﾊﾞｽ等の車両及び船舶

の配置の 

要請 

東京航空局東京空港事

務所 
上空の飛行規制とその周知徹底 

東京管区気象台 

 （静岡地方気象台） 
気象、地象、水象の観測及び防災気象情報の発表 

第三管区海上保安本部

（清水海上保安部） 

１ 海上における緊急時環境放射線モニタリング

（以下「緊急時モニタリング」という。）の支

援 

２ 通行船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等

の措置 

３ 海上における救助・救急活動 

４ 緊急輸送に関すること 

５ 海上における治安の確保 

 

表（略） 

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

機    関    名 所     掌     事     務 

東海旅客鉄道株式会社 

東日本旅客鉄道株式会

社 

日本貨物鉄道株式会社 

地 方 鉄 道 会 社 

１ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

中日本高速道路株式会

社 
災害時の輸送路の確保 

西日本電信電話株式会

社 

１ 通信の確保 

２ 公衆電気通信の特別取り扱い 
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株式会社ＮＴＴドコモ

東海支社 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク株式会社 

通信の確保 

日本赤十字社 

 

(一社)静岡県医師会 

(一社)静岡県歯科医師

会 

(公社)静岡県薬剤師会 

(公社)静岡県看護協会 

(公社)静岡県病院協会 

災害時における医療救護の実施 

(独)国立病院機構 国の開設する病院における医療救護の実施 

(公社)静岡県放射線技

師会 

１ 県が行う原子力災害医療措置及び避難退域

時検査に対す 

る協力 

２ 県が行う住民の問合せ対応に対する協力 

日本通運株式会社 

福山通運株式会社 

佐川急便株式会社 

ヤマト運輸株式会社 

西濃運輸株式会社 

(一社)静岡県トラック

協会 

１ 災害対策に必要な物資の輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

日本放送協会 

民間放送機関 
気象予警報、災害情報、その他の災害広報 

(一社)静岡県バス協会 避難住民等の輸送の支援 

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構 

１ 専門家の派遣 

２ 放射線測定機材の提供 

３ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言） 

国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構

１ 緊急時モニタリングの支援 

２ 専門家の派遣 

株式会社ＮＴＴドコモ

東海支社 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク株式会社 

通信の確保 

日本赤十字社静岡県支

部 

(一社)静岡県医師会 

(一社)静岡県歯科医師

会 

(公社)静岡県薬剤師会 

(公社)静岡県看護協会 

(公社)静岡県病院協会 

災害時における医療救護の実施 

(独)国立病院機構 国の開設する病院における医療救護の実施 

(公社)静岡県放射線技

師会 

１ 県が行う原子力災害医療措置及び避難退域

時検査に対す 

る協力 

２ 県が行う住民の問合せ対応に対する協力 

日本通運株式会社 

福山通運株式会社 

佐川急便株式会社 

ヤマト運輸株式会社 

西濃運輸株式会社 

(一社)静岡県トラック

協会 

１ 災害対策に必要な物資の輸送確保 

２ 災害時の応急輸送対策 

日本放送協会 

民間放送機関 
気象予警報、災害情報、その他の災害広報 

(一社)静岡県バス協会 避難住民等の輸送の支援 

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構 

１ 緊急時モニタリングの支援 

２ 専門家の派遣 

３ 放射線測定機材の提供 

４ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言） 

国立研究開発法人量子 １ 緊急時モニタリングの支援 

 

 

 

 

共通対策編の標記に合

わせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本原子力研究開発機

構からの追記要請 
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放射線医学総合研究所 ３ 原子力災害医療派遣チームの派遣 

 

表（略） 

 

第２章 原子力災害事前対策 

 

第１節（略） 

第２節（略） 

第３節（略） 

第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 

(1)  県は、静岡県地域防災計画「原子力災害対策編」の作成、原子力事業所の防災体

制に関する情報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、緊急事態応急対策等

拠点施設（以下「対策拠点施設」という。）の防災拠点としての活用、住民等に対す

る原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難計画の策定を

含む）、広域連携などの緊急時対応等については、原子力防災専門官と密接な連携を

図り、実施するものとする。 

(2)（略） 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

(1) 県は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進め

ることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよ

うに努めるものとする。また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災

情報の整理の支援、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業

者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能

力等を活用するものとする。 

 

(2)(3)（略） 

 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

県は、国、市町、原子力事業者その他防災関係機関と原子力防災に関する情報の収

集及び連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等を整備しておくものと

する。 

１（略） 

２ 情報の分析整理 

(1)(2)（略） 

科学技術研究開発機構

放射線医学総合研究所 

２ 専門家の派遣 

３ 原子力災害医療派遣チームの派遣 

 

表（略） 

 

第２章 原子力災害事前対策 

 

第１節（略） 

第２節（略） 

第３節（略） 

第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 

(1)  県は、静岡県地域防災計画「原子力災害対策編」の作成、原子力事業所の防災体

制に関する情報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、緊急事態応急対策等

拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）の防災拠点としての活用、住民等

に対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難計画の

策定を含む）、広域連携などの緊急時対応等については、原子力防災専門官と密接な

連携を図り、実施するものとする。 

(2)（略） 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

(1) 県は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進め

ることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよ

うに努めるものとし、協定締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保に留意

するものとする。また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の

整理の支援、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との

間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を

活用するものとする。 

(2)(3)（略） 

 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

県は、国、市町、原子力事業者その他防災関係機関と原子力防災に関する情報の収

集及び連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等を整備しておくものと

する。 

１（略） 

２ 情報の分析整理 

(1)(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度修正の誤りの適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ30.6 防災基本計画修

正を反映 
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(3) 防災対策上必要とされる資料 

県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業者その他関係機関と連携して、応

急対策の的確な実施に資するため、以下のような社会環境に関する資料、放射性物質

及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資料を適切に整備し、

定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、緊急時応急対策拠点施設（以

下、「オフサイトセンター」という。）に適切に備え付けるとともに、これらを確実に

管理するものとする。 

① 原子力施設（事業所）に関する資料 

ア 原子力事業者防災業務計画 

イ 原子力事業所の施設の配置図 

② 社会環境に関する資料 

ア 種々の縮尺の周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数（原子力発電所との距離別、方位別、要配慮者（高齢

者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等をいう。以下同じ。）

の概要、統計的な観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含む。） 

ウ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、ヘリポート、空港、港湾等交通

手段に関する資料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表、施設の付

随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深等の情報を含む。） 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及びあらかじめ

定める避難計画（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。） 

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、保育所、病院、診療所、老人福祉

施設、障害者支援施設等）に関する資料（原子力発電所との距離、方位等につ

いての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療機関に関する資料（初期被ばく医療機関、二次被ばく医療機関

それぞれに関する、位置、収容能力、対応能力、搬送ルート及び手段等） 

 

キ オフサイトセンター周辺地域の飲料水、食料及び機器保守サービスの調達方法

に関する資料 

③～⑥（略） 

 

３（略） 

 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

県は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応

急体制に係る事項について検討するとともに、あらかじめ必要な体制を整備するもの

とする。 

(3) 防災対策上必要とされる資料 

県は、国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業者その他関係機関と連携して、応

急対策の的確な実施に資するため、以下のような社会環境に関する資料、放射性物質

及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資料を適切に整備し、

定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、オフサイトセンターに適切

に備え付けるとともに、これらを確実に管理するものとする。 

 

① 原子力施設（事業所）に関する資料 

ア 原子力事業者防災業務計画 

イ 原子力事業所の施設の配置図 

② 社会環境に関する資料 

ア 種々の縮尺の周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数（原子力発電所との距離別、方位別、要配慮者（高齢

者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等をいう。以下同じ。）

の概要、統計的な観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含む。） 

ウ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、ヘリポート、空港、港湾等交通

手段に関する資料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表、施設の付

随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深等の情報を含む。） 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及びあらかじめ

定める避難計画（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。） 

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、保育所、病院、診療所、老人福祉

施設、障害者支援施設等）に関する資料（原子力発電所との距離、方位等につ

いての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療機関に関する資料（原子力災害医療協力機関（以下「協力機関」

という。）、原子力災害拠点病院（以下「拠点病院」という。）それぞれに関する、

位置、収容能力、対応能力、搬送ルート及び手段等） 

キ オフサイトセンター周辺地域の飲料水、食料及び機器保守サービスの調達方法

に関する資料 

③～⑥（略） 

 

３（略） 

 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

県は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応

急体制に係る事項について検討するとともに、あらかじめ必要な体制を整備するもの

とする。 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定に伴う名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表（案） 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、検討結果等については、第３章「緊急事態応急対策」に反映させるものとす

る。 

１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

(1)～(3)（略） 

(4) 対策拠点施設における立ち上げ準備体制 

県は、警戒事態の発生を認知した場合、原子力事業者から警戒事態に該当する事象

発生の連絡を受けた場合、国から警戒事態発生の連絡を受けた場合、原子力事業者か

ら特定事象発生の通報を受けた場合又は国から施設敷地緊急事態発生の連絡を受けた

場合、直ちに国、所在市及び関係周辺市町と協力して、オフサイトセンターにおける

立ち上げ準備を迅速に行えるよう、原子力災害合同対策協議会機能班への参画準備等、

あらかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。 

(5)（略） 

 

２（略） 

３ オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

県は、原子力緊急事態宣言発出後は、原災法第 23 条により、当該原子力緊急事態に

関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力する

ため、国、所在市、関係周辺市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織するもの

とする。なお、同協議会は対策拠点施設に設置することとされている。同協議会は、

国の現地災害対策本部、県、所在市及び関係周辺市町のそれぞれの災害対策本部の代

表者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された者から

構成され、指定公共機関等（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構等）の専門家が必要に応じ出席することとされてい

る。このため、県は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法等

について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と連携して定めておくものと

する。 

また、オフサイトセンターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリ

ング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機

能班を設け国、県、所在市、関係周辺市町、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれ

の職員を配置することとされており、県はそれぞれの機能班に配置する職員及びその

役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものと

する。 

４～17（略） 

 

第８節 避難収容活動体制の整備 

１～８（略） 

また、検討結果等については、第３章「緊急事態応急対策」に反映させるものとす

る。 

１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

(1)～(3)（略） 

 (4) オフサイトセンターにおける立ち上げ準備体制 

県は、警戒事態の発生を認知した場合、原子力事業者から警戒事態に該当する事象

発生の連絡を受けた場合、国から警戒事態発生の連絡を受けた場合、原子力事業者か

ら特定事象発生の通報を受けた場合又は国から施設敷地緊急事態発生の連絡を受けた

場合、直ちに国、所在市及び関係周辺市町と協力して、オフサイトセンターにおける

立ち上げ準備を迅速に行えるよう、原子力災害合同対策協議会機能班への参画準備等、

あらかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。 

(5)（略） 

 

２（略） 

３ オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

県は、原子力緊急事態宣言発出後は、原災法第 23 条により、当該原子力緊急事態に

関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力する

ため、国、所在市、関係周辺市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織するもの

とする。なお、同協議会はオフサイトセンターに設置することとされている。同協議

会は、国の現地災害対策本部、県、所在市及び関係周辺市町のそれぞれの災害対策本

部の代表者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された

者から構成され、指定公共機関等（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構等）の専門家が必要に応じ出席することとさ

れている。このため、県は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣

方法等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と連携して定めておく

ものとする。 

また、オフサイトセンターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリ

ング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機

能班を設け国、県、所在市、関係周辺市町、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれ

の職員を配置することとされており、県はそれぞれの機能班に配置する職員及びその

役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものと

する。 

４～17（略） 

  

第８節 避難収容活動体制の整備 

１～８（略） 

 

 

 

 

修正漏れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正漏れ 
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９ 避難所等・避難方法等の周知 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、避難、避難退域時検査、安定ヨウ素剤配

布等の場所・避難誘導方法（バス等で避難する場合の一時集合場所、自家用車の利用、

緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等につ

いて、日頃から住民への周知徹底に努めるよう助言するものとする。なお、避難時の

周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋

内での退避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を所在市、関係周辺市町、防災業

務関係者及び対象となる住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、所在

市、関係周辺市町及び原子力事業者と連携の上、情報収集事態及び警戒事態発生後の

経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

 

第９節（略） 

第 10 節（略） 

第 11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

１・２（略） 

３ 医療活動用資機材及び原子力災害医療活動体制等の整備 

(1)(2)（略） 

(3) 県は、国と協力し、原子力災害医療活動を充実強化するため、放射線障害に対応

する初期及び二次被ばく医療機関における広域的な被ばく医療体制を構築するとと

もに、地域の災害拠点病院等、既存の災害時の医療提供体制を踏まえた体制とする。

(4)（略） 

４～８（略） 

 

第 12 節～第 15 節（略） 

 

第 16 節 防災訓練等の実施 

１ 訓練計画の策定 

(1) 県は、国、原子力事業者等関係機関の支援のもと、市町、自衛隊等と連携し、 

① 災害対策本部等の設置運営訓練 

② 対策拠点施設への参集、立ち上げ、運営訓練 

③ 緊急時通信連絡訓練 

④ 緊急時モニタリング訓練 

⑤ 原子力災害医療訓練 

⑥ 周辺住民に対する情報伝達訓練 

⑦ 周辺住民避難訓練 

９ 指定避難所等・避難方法等の周知 

県は、所在市及び関係周辺市町等に対し、避難、避難退域時検査、安定ヨウ素剤配

布等の場所・避難誘導方法（バス等で避難する場合の一時集合場所、自家用車の利用、

緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等につ

いて、日頃から住民への周知徹底に努めるよう助言するものとする。なお、避難時の

周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋

内での退避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を所在市、関係周辺市町、防災業

務関係者及び対象となる住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、所在

市、関係周辺市町及び原子力事業者と連携の上、情報収集事態及び警戒事態発生後の

経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

 

第９節（略） 

第 10 節（略） 

第 11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

１・２（略） 

３ 医療活動用資機材及び原子力災害医療活動体制等の整備 

(1)(2) 

(3) 県は、国と協力し、原子力災害医療活動を充実強化するため、放射線障害に対応

する拠点病院及び協力機関における広域的な被ばく医療体制を構築するとともに、

地域の災害拠点病院等、既存の災害時の医療提供体制を踏まえた体制とする。 

(4)（略） 

４～８（略） 

 

第 12 節～第 15 節（略） 

 

第 16 節 防災訓練等の実施 

１ 訓練計画の策定 

(1) 県は、国、原子力事業者等関係機関の支援のもと、市町、自衛隊等と連携し、 

① 災害対策本部等の設置運営訓練 

② オフサイトセンターへの参集、立ち上げ、運営訓練 

③ 緊急時通信連絡訓練 

④ 緊急時モニタリング訓練 

⑤ 原子力災害医療訓練 

⑥ 周辺住民に対する情報伝達訓練 

⑦ 周辺住民避難訓練 

内容に合わせて見出し

を修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定及び登録に伴う名

称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正漏れ 
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⑧ 人命救助活動訓練 

等の防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練計画を策定するものとす

る。 

(2)（略） 

２・３（略） 

 

第 17 節～第 20 節（略） 

 

第３章 緊急事態応急対策 

 

第 1 節（略） 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１（略） 

２ 応急対策活動情報の連絡 

(1)（略） 

(2) 全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、被害

情報等の連絡） 

①（略） 

② 原子力災害対策本部は、全面緊急事態が発生したと判断した場合は直ちに指定行

政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うものとされている。 

県は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る地方

公共団体、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、対策拠点

施設において、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、

住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員を配置することによ

り、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態応急対策につ

いて必要な調整を行うものとする。 

③・④（略） 

３ 一般回線が使用できない場合の対処 

原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電

話、インターネットメール、Ｎ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用いて、原子力災害

対策本部の指示等を確実に伝達するものとされており、県は伝達された内容を所在市

及び関係周辺市町に連絡するものとする。 

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備されている

衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行うものとする。 

４ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

(1) 緊急時モニタリング等の実施 

⑧ 人命救助活動訓練 

等の防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練計画を策定するものとす

る。 

(2)（略） 

２・３（略） 

 

第 17 節～第 20 節（略） 

 

第３章 緊急事態応急対策 

 

第 1 節（略） 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１（略） 

２ 応急対策活動情報の連絡 

(1)（略）  

(2) 全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、被害

情報等の連絡） 

①（略） 

② 原子力災害対策本部は、全面緊急事態が発生したと判断した場合は直ちに指定行

政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うものとされている。 

県は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る地方

公共団体、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、オフサイ

トセンターにおいて、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報

の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員を配置する

ことにより、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態応急

対策について必要な調整を行うものとする。 

③・④（略） 

３ 一般回線が使用できない場合の対処 

原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電

話、インターネットメール等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等

を確実に伝達するものとされており、県は伝達された内容を所在市及び関係周辺市町

に連絡するものとする。 

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備されている

衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行うものとする。

４ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

(1) 緊急時モニタリング等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正漏れ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ30.6 防災基本計画修

正反映 
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①（略） 

② 警戒事態の環境放射線モニタリング 

県は、固定観測局等の稼働状況を確認し、異常がある場合には、代替機の設置や

修理等を行うとともに、平常時モニタリングの強化を行い、緊急時モニタリングの

準備を開始する。また、原子力規制委員会との連絡手段の確認等を行い、環境放射

線モニタリングの観測結果を報告するとともに、国による緊急時モニタリングセン

ターの立上げ準備に協力する。 

③～⑥（略） 

(2)（略） 

 

第３節 活動体制の確立 

１～５（略） 

６ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止するた

めの応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初動段階

における避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、

原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁

の担当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを設置することとされている。 

県は、初動段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する

原子力被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推

進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下汚染廃棄物の処理や除染

等を推進するものとする。 

７ 防災業務関係者の安全確保  

(1)～(3)（略） 

(4)安全確保 

①（略） 

② 県は、応急対策活動を行う職員等の安全確保のため、対策拠点施設等において、国、

所在市、関係周辺市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。

 

 

第４節 避難、屋内退避等の防護措置 

１（略）  

２ 避難所等 

(1)（略） 

(2) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、それぞれの避難所に収容されている避

難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、民生委

①（略） 

② 警戒事態の環境放射線モニタリング 

県は、固定観測局等の稼働状況を確認し、異常がある場合には、代替機の設置や

修理等を行うとともに、緊急時モニタリングの準備を開始する。また、原子力規制

委員会との連絡手段の確認等を行い、環境放射線モニタリングの観測結果を報告す

るとともに、国による緊急時モニタリングセンターの立上げ準備に協力する。 

 

③～⑥（略） 

(2)（略） 

 

第３節 活動体制の確立 

１～５（略） 

６ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止するた

めの応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初動段階

における避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、

原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁

の担当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを設置することとされている。 

県は、初動段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する

原子力被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推

進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下汚染廃棄物の処理

や除染等を推進するものとする。 

７ 防災業務関係者の安全確保 

(1)～(3)（略） 

(4)安全確保 

①（略） 

② 県は、応急対策活動を行う職員等の安全確保のため、オフサイトセンター等におい

て、国、所在市、関係周辺市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うもの

とする。 

 

第４節 避難、屋内退避等の防護措置 

１（略） 

２ 避難所等 

(1)（略） 

(2) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、それぞれの避難所等に収容されている

避難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、民生

 

 

 

指針改正を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 防災基本計画修正反

映 
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員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所

や安否確認に努め、把握した情報について県及び市町に提供するものとする。 

(3) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避難所における生活環境が、常に良好

なものであるよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に

応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無

及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の

頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理

状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じ

るよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所における家庭動物のためのス

ペースの確保に努めるものとする。 

(4) 県は、厚生労働省と連携し、避難所における被災者は、生活環境の激変に伴い、

心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため、県は、国と連携し、常に良好な衛

生状態を保つように努めるとともに、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ

救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施

設等での受入れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティ

ア団体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

また、県は市町と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。

(5) 市町は、避難対象区域を含む市町と連携し、避難所の運営における女性の参画を

推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性

による配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮

した避難所の運営に努めるものとし、県は市町を支援する。 

(6)（略） 

(7) 県は、国及び避難対象区域を含む市町と連携し、災害の規模等に鑑みて、避難者

の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、公

営住宅、民間賃貸住宅、空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、

避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

(8)（略） 

３～５（略） 

６ 要配慮者への配慮 

(1) 県は、市町と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生活に関しては、

要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、

避難所での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急建設住宅への優先的

入居、高齢者、障害のある人向け応急建設住宅の設置等に努めるものとする。また、

委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場

所や安否確認に努め、把握した情報について県及び市町に提供するものとする。 

(3) 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避難所等における生活環境が、常に良

好なものであるよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置

状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要

に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有

無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回

の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処

理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講

じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、避難所等における家庭動物のため

のスペースの確保に努めるものとする。 

(4) 県は、厚生労働省と連携し、避難所等における被災者は、生活環境の激変に伴い、

心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため、県は、国と連携し、常に良好な衛

生状態を保つように努めるとともに、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ

救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施

設等での受入れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティ

ア団体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

また、県は市町と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。

(5) 市町は、避難対象区域を含む市町と連携し、避難所等の運営における女性の参画

を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとす

る。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の

女性による配布、避難所等における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズ

に配慮した避難所等の運営に努めるものとし、県は市町を支援する。 

(6)（略） 

(7) 県は、国及び避難対象区域を含む市町と連携し、災害の規模等に鑑みて、避難者

の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、公

営住宅、民間賃貸住宅、空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、

避難所等の早期解消に努めることを基本とする。 

(8)（略） 

３～５（略） 

６ 要配慮者への配慮 

(1) 県は、市町と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所等での生活に関しては、

要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難

所等での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急建設住宅への優先的入居、

高齢者、障害のある人向け応急建設住宅の設置等に努めるものとする。また、要配慮者
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要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 

(2)・(3)（略） 

７～10（略） 

第５節・第６節（略） 

 

第７節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

(1)（略） 

(2) 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

① 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 

② 負傷者、避難者等 

③ 緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対策本部要員、原子力災害合同対策協議

会構成員、国の専門家 、緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）及び必要と

される資機材 

④ コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理するために必要な人員、資機材 

⑤ 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

⑥ その他緊急に輸送を必要とするもの  

(3)（略） 

２（略） 

 

第８節 救助・救急、消火及び医療活動 

１（略） 

２ 医療活動等 

(1) 県は、被災地の医療機関と協力し、原子力災害以外の災害の発生状況等を勘案し

つつ、被ばく医療機関を中心として医療活動を行うものとする。その際、災害拠点

病院やＤＭＡＴ等が行う災害医療活動と緊密に連携するものとする。 

(2) 県は、国及び被ばく医療機関と協力し、被ばく医療機関等の診療状況等の情報を

医療情報システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行うものとする。 

 

(3)（略） 

(4) 県は、県内又は近隣都道府県からの原子力災害医療派遣チーム等の派遣に係る調

整を行うものとする。また、活動場所（被ばく医療機関、救護所等）の確保を図る

ものとする。 

(5)～(7)（略） 

新設 

に向けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 

(2)・(3)（略）  

７～10（略） 

第５節・第６節（略） 

 

第７節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

(1)（略） 

(2) 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

① 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 

② 負傷者、避難者等 

③ 緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対策本部要員、原子力災害合同対策協議

会構成員、国の専門家 、緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）及び必要と

される資機材 

④ コンクリート屋内退避所、避難所等を維持・管理するために必要な人員、資機材

⑤ 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

⑥ その他緊急に輸送を必要とするもの  

(3)（略） 

２（略） 

 

第８節 救助・救急、消火及び医療活動 

１（略） 

２ 医療活動等 

(1) 県は、被災地の医療機関と協力し、原子力災害以外の災害の発生状況等を勘案し

つつ、拠点病院を中心として医療活動を行うものとする。その際、災害拠点病院や

ＤＭＡＴ等が行う災害医療活動と緊密に連携するものとする。 

(2) 県は、国、拠点病院及び協力機関と協力し、拠点病院等の診療状況等の情報を原

子力災害医療に係る情報システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行うもの

とする。 

(3)（略）  

(4) 県は、県内又は近隣都道府県からの原子力災害医療派遣チーム等の派遣に係る調

整を行うものとする。また、活動場所（拠点病院、協力機関、救護所等）の確保を

図るものとする。 

(5)～(7)  

(8) 別表（３－８－１）に定める医療機関が派遣する各チームは、救護所等において、
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(8) 原子力災害医療措置については、次表のとおりに分類し、それぞれの分類に応じ

た原子力災害医療措置を対応する被ばく医療機関等が講ずるものとする。 

 

区分 初期被ばく医療 二次被ばく医療
高度被ばく医療 

支援センター 

診療機能 外来診療 入院診療 専門的入院診療 

被ばく医

療機関等 

１救護所等（避難

所）※１ 

２浜岡原子力発電

所内医療施設 

３別表（３－８－

２）に定める病

院 

県立総合病院 

浜松医科大学医

学部附属病院 

（別表３－８－

３） 

国立研究開発法

人量子科学技術

研究開発機構 

公立大学法人福

島県立医科大学 

（別表３－８－

４） 

スクリー

ニング、

線量評価

※２ 

１スクリーニング

２簡易な放射線測

定 に よ る 個 人

線量評価 

１スクリーニン

グ 

２専門的な個人

線量評価(高度

被ばく医療支

援センターか

らの技術支援)

１高度専門的な

個人線量評価 

除染 
ふき取り等の簡易

な除染等 

シャワー設備等

を利用した除染

等 

初期及び二次医

療機関で行われ

る除染に加え、

必要に応じた肺

洗浄等の高度な

専門的除染 

診療 

１安定ヨウ素剤服

用 等 放 射 線 障

害予防措置 

２救急蘇生法等 

１局所被ばく患

者の診療開始 

２高線量被ばく

患者の診療開

１重篤な局所被

ばく患者の診

療 

２高線量被ばく

医療活動を実施するものとする。 

(9) 原子力災害医療措置については、次表のとおりに分類し、それぞれの分類に応じ

た原子力災害医療措置を対応する拠点病院又は協力機関等が講ずるものとする。 

 

区分 
原子力災害 

医療協力機関※１

原子力災害 

拠点病院 

高度被ばく医療 

支援センター 

診療機能 外来診療等 

汚染の有無に関

わらず災害時に

多発する重篤な

傷病者に対し高

度な診療を提供 

長期的かつ専門

的治療を要する

被ばく傷病者の

診察及び長期的

診療を行う。 

医療機関

名 

別表（３－８－２）

に定める病院 

県立総合病院 

浜松医科大学医

学部附属病院 

（別表３－８－

３） 

国立研究開発法

人量子科学技術

研究開発機構 

公立大学法人福

島県立医科大学 

（別表３－８－

４） 

スクリー

ニング、

線量評価

※２ 

１スクリーニング

２簡易な放射線測

定 に よ る 個 人

線量評価 

１スクリーニン

グ 

２専門的な個人

線量評価(高度

被ばく医療支

援センターか

らの技術支援)

１高度専門的な

個人線量評価 

除染 
ふき取り等の簡易

な除染等 

シャワー設備等

を利用した除染

等 

初期及び二次医

療機関で行われ

る除染に加え、

必要に応じた肺

洗浄等の高度な

専門的除染 

診療 

１安定ヨウ素剤服

用 等 放 射 線 障

害予防措置 

２救急蘇生法等 

１局所被ばく傷

病者等の診療

開始 

２高線量被ばく

１重篤な局所被

ばく傷病者等

の診療 

２高線被ばく傷

 

 

指定・登録に伴う変更 

 

指定・登録に伴う修正 

 

指定・登録に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 防災基本計画修正を

反映(表現の適正化) 
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３ 合 併 損 傷 ( 創

傷、熱傷等)の

初期治療 

４内部被ばく患者

に 対 す る 初 期

対応等 

始 

３合併損傷の治

療 

４内部被ばくに

対する診療の

開始等 

患者の診療等 

３重症の合併損

傷の治療 

４重篤な内部被

ばく患者に対

する診療等 

 

 

資機材等 

被ばく患者の救急

外来診療を行う医

療関係者に必要な

資機材等 

除染用シャワー

設備等 

専門的線量評価

資機材等 

支援機能 

医療機関と浜岡原

子力発電所の連携

(各種サーベイメ

ータ、放射線管理

要員の派遣等) 

１初期被ばく医

療及び二次被

ばく医療機関

相互への技術

的支援、専門家

派遣 

２原子力緊急事

態用救急医療

資機材の貸出

等 

１他の原子力災

害医療機関へ

の 技 術 的 支

援、専門家派

遣 

２原子力緊急事

態用救急医療

資機材の貸出

等 

連携 

１外来診療で完結

２外来診療→転送

※３ 

１入院診療 

２診療開始→転

送※３ 

専門医療機関間

での転送 

搬送機関 

医療機関相互の転

送は、原則として

医 療 機関 が 行 う

が、医療機関によ

る搬送が困難な場

合は関係市町及び

消防機関が行う。

医療機関相互の

転送は、原則とし

て医療機関が行

うが、医療機関に

よる搬送が困難

な場合は関係市

町及び消防機関

が行う。 

国立研究開発法

人量子科学技術

研究開発機構及

び公立大学法人

福島県立医科大

学への搬送は、

県、県警察本部

及び自衛隊のヘ

リコプターによ

る。 

 

３ 合 併 損 傷 ( 創

傷、熱傷等)の

初期治療 

４内部被ばく傷病

者 等 に 対 す る

初期対応等 

傷病者等の診

療開始 

３合併損傷の治  

 療 

４内部被ばくに

対する診療の

開始等 

病者等の診療

等 

３重症の合併損

傷の治療 

４重篤な内部被

ばく傷病者等

被ばく患者に

対する診療等 

資機材等

被ばく傷病者等の

救急外来診療を行

う医療関係者に必

要な資機材等 

除染用シャワー

設備等 

専門的線量評価

資機材等 

支援機能

医療機関と浜岡原

子力発電所の連携

(各種サーベイメ

ータ、放射線管理

要員の派遣等) 

１協力機関及び

拠点病院相互

への技術的支

援、専門家派遣

２原子力緊急事

態用救急医療

資機材の貸出

等 

１他の原子力災

害医療機関へ

の 技 術 的 支

援、専門家派

遣 

２原子力緊急事

態用救急医療

資機材の貸出

等 

 

連携 

１外来診療で完結

２外来診療→転送

※３ 

１入院診療 

２診療開始→転

送※３ 

専門医療機関間

での転送 

搬送機関

医療機関相互の転

送は、原則として

医 療 機 関 が 行 う

が、医療機関によ

る搬送が困難な場

合は関係市町及び

消防機関が行う。

医療機関相互の

転送は、原則とし

て医療機関が行

うが、医療機関に

よる搬送が困難

な場合は関係市

町及び消防機関

が行う。 

国立研究開発法

人量子科学技術

研究開発機構及

び公立大学法人

福島県立医科大

学への搬送は、

県、県警察本部

及び自衛隊のヘ

リコプターによ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定・登録に伴う変更 
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※１ 救護所等においては、（別表３－８－１）の医療機関から派遣される各チームに

より、原子力災害医療活動が実施される。 

※２ スクリーニング及び線量評価は、県放射線技師会等の協力を得て行う。 

※３ 転送は、一般の診療所・病院、二次被ばく医療機関、高度被ばく医療支援センタ

ー等への転送をいう。 

(9)  初期及び二次被ばく医療の実施に当たり、必要に応じて国立研究開発法人量子科

学技術研究開発機構放射線医学総合研究所及び公立大学法人福島県立医科大学、国

の開設する病院を中心に、各医療機関より派遣された医療関係者等からなる原子力

災害医療派遣チームの専門的な助言を受け、実施するものとする。 

(10)  医療班等は、必要に応じて国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び公

立大学法人福島県立医科大学、国立病院及び国立大学病院を中心に、各医療機関よ

り派遣された医療関係者等からなる原子力災害医療派遣チームの指導を受けるなど

により、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携して、災害対応のフェーズや対

象区域等に応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに必要に応じ治療を

行うものとする。また、コンクリート屋内退避所、避難所における住民等の健康管

理を行うものとする。 

(11)  県は、自ら必要と認める場合又は市町等から被ばく者の国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構及び公立大学法人福島県立医科大学、高度な被ばく医療に対

応可能な医療機関等への搬送について要請があった場合は、消防庁に対し搬送手段

の優先的確保などの特段の配慮を要請するものとする。 

 

第９節～第 12 節（略）  

 

第４章（略） 

 

第５章（略） 

 

図     表 

別図（３－２－１）防災関係機関の情報連絡系統図 

別表（３－８－１）救護所等における初期被ばく医療活動実施医療機関 

別表（３－８－２）初期被ばく医療機関 

別表（３－８－３）二次被ばく医療機関 

別表（３－８－４）高度被ばく医療支援センター 

別表（３－８－５）原子力災害医療・総合支援センター 

別表（４－２－１）地震警戒宣言発令時における浜岡原子力発電所応急保安措置実施状況

報告書 

※１ 協力機関は、講ずることのできる原子力災害医療措置が異なる。 

※２ スクリーニング及び線量評価は、県放射線技師会等の協力を得て行う。 

 

※３ 転送は、一般の診療所・病院、拠点病院、高度被ばく医療支援センター等への転

送をいう。 

 (10)  被ばく医療の実施に当たり、必要に応じて国立研究開発法人量子科学技術研究

開発機構放射線医学総合研究所及び公立大学法人福島県立医科大学、国の開設する

病院を中心に、各医療機関より派遣された医療関係者等からなる原子力災害医療派

遣チームの専門的な助言を受け、実施するものとする。 

(11)  医療班等は、必要に応じて国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び公

立大学法人福島県立医科大学、国立病院及び国立大学病院を中心に、各医療機関よ

り派遣された医療関係者等からなる原子力災害医療派遣チームの指導を受けるなど

により、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携して、災害対応のフェーズや対

象区域等に応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに必要に応じ治療を

行うものとする。また、コンクリート屋内退避所、避難所等における住民等の健康

管理を行うものとする。 

(12)  県は、自ら必要と認める場合又は市町等から被ばく者の国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構及び公立大学法人福島県立医科大学、高度な被ばく医療に対

応可能な医療機関等への搬送について要請があった場合は、消防庁に対し搬送手段

の優先的確保などの特段の配慮を要請するものとする。 

 

第９節～第 12 節（略） 

 

第４章（略）   

 

第５章（略） 

 

図     表 

別図（３－２－１）防災関係機関の情報連絡系統図 

別表（３－８－１）救護所等における初期被ばく医療活動実施医療機関 

別表（３－８－２）原子力災害医療協力機関 

別表（３－８－３）原子力災害拠点病院 

別表（３－８－４）高度被ばく医療支援センター 

別表（３－８－５）原子力災害医療・総合支援センター 

別表（４－２－１）地震警戒宣言発令時における浜岡原子力発電所応急保安措置実施状況

報告書 

 

指定に伴う変更 

 

 

 

表の修正に伴い修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録に伴う変更 

指定に伴う変更 
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別表（４－３－１）大規模地震発生後における浜岡原子力発電所施設・設備等点検結果

報告書 

別表（５－７－１）被災地住民登録様式 

別表（４－３－１）大規模地震発生後における浜岡原子力発電所施設・設備等点検結果

報告書 

別表（５－７－１）被災地住民登録様式 






